
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年２月２３日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１０５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年９月２１日 ０９時００分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港  

 博多港東防波堤灯台から真方位０１３°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３９.５′ 東経１３０°２３.８′） 

事故等調査の経過  平成２３年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 コンドー１８号、１９トン 

   ２９１－３１７９９、株式会社コンドー 

Ｂ バージ はかた１５０１、不詳 

   なし、宮川運送株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ プロペラ翼先に欠損及び曲損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、浚渫土を積載したＢ船を押して押

船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、博多港第２区アイランドシ

ティ南東方の埋立海域に向けて航行中、平成２２年９月２１日０９時００

分ごろＡ船の船尾が博多港東防波堤灯台北北東方沖の浅所に乗り揚げた。 

 その後、Ａ船押船列は、自力で航行を続けた。 

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２ 

海象：潮汐 ほぼ高潮時、潮高 約１９２cm  

 その他の事項  船長は、博多港内の航行及び作業経験は多数回あり、海図、プレジャー

ボート用港湾案内も船内に備え付けてあった。 

 埋立海域は、浚渫土の投下により浅所が存在していたが、具体的な位置

等は発表されていなかった。（海図Ｗ１９０には、工事中と記載されてい

た。） 

  Ａ船の喫水は、船尾約２.５ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、博多港の埋立海域に向けて航行

中、船長Ａが、水深を確認できなかったことか

ら、博多港東防波堤灯台北北東方沖の浅所の存在

に気付かず、Ａ船が同浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 

 

 本事故は、Ａ船押船列が、博多港の埋立海域に向けて航行中、船長Ａ

が、水深を確認できなかったため、博多港東防波堤灯台北北東方沖の浅所

の存在に気付かず、Ａ船が同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。  




